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令和５年度 第７回 横浜市環境影響評価審査会 会議録 

日  時 令和５年８月８日（火）13時30分 ～ 15時30分 

開催場所 横浜市役所18階 みなと６・７会議室 

出席委員 
奥委員（会長）、石川委員、稲垣委員、田中稲子委員、田中修三委員、 

田中伸治委員、藤井委員、藤倉委員、横田委員 

欠席委員 菊本委員（副会長）、上野委員、片谷委員、酒井委員、中西委員、宮澤委員 

開催形態 公開（傍聴者 14人） 

議  題 

１ （仮称）旧上瀬谷通信施設公園整備事業 環境影響評価準備書につい

て 

２ 三友プラントサービス株式会社 横浜 BAY工場プロジェクト 第２分類

事業判定届出書について 

３ （仮称）関内駅前港町地区第一種市街地再開発事業 環境影響評価準

備書について 

決定事項  

 議事 

１ 議題 

（１）（仮称）旧上瀬谷通信施設公園整備事業 環境影響評価準備書について 

ア 準備書の調査審議に係る意見の聴取について事務局が説明した。 

  質疑、特になし 

イ 意見の聴取（陳述人Ａ） 

【奥 会 長 】 これより、意見陳述人の方から意見聴取を始めます。はじめに意見陳

述人の方は、町名までの御住所とお名前を述べてくださいますようお願

いいたします。 

【陳述人Ａ】 瀬谷区相沢六丁目に住んでおりますＡと申します。 

【奥 会 長 】 ありがとうございます。それでは、意見陳述を始めてください。どう

ぞ。 

【陳述人Ａ】 画面共有をします。資料を間違えましたので、共有を停止します。 

【奥 会 長 】 では、時計は止めたままにしてください。改めて、どうぞと申し上げ

ます。大丈夫ですか。資料は出ましたか。 

【陳述人Ａ】 はい。 

【奥 会 長 】 では、どうぞ。 

【陳述人Ａ】 私は瀬谷に 70 年、現在のところに移ってから 30 年住んでおりまし

て、瀬谷の自慢できるのは自然だけだと思います。 

瀬谷の名前の由来ですけど、「瀬」は狭いの「せ」から来ています。

「谷」は谷、つまり谷戸がたくさんあるところという意味があります。

実際に細谷戸とか、横谷戸、堀谷戸、ただの谷戸など、谷戸の付く地名

がたくさんあります。その谷戸が、今上瀬谷だけにしか残っていませ

ん。ほかは住宅に変わっております。分譲などいろいろして。その上瀬

谷の谷戸を是非残してほしいというのが、まず私が上瀬谷について思う

ことです。一番北から南まで、本当に約２㎞近くずっと谷戸が広がって

おりまして、30年くらい前は両側に田んぼがずっとできていました。そ

の谷戸は、米軍が使っていたおかげで残されたというわけです。また、

瀬谷区の平均気温というのは比較的低いのだそうです。これをコンクリ
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ートあるいは赤土で覆ってしまったら、瀬谷の良さが消えてしまうと私

は思っております。 

それと、この谷戸の懐かしいふるさとの光景というのを残してほし

い。やっぱり癒されます、その風景は。そのためには、自然環境を残す

ということと同時に、そういう景観も残すというのも大事な環境問題で

はないかと思うので、それを是非残すべきではないかと思っておりま

す。 

相沢川は、今は３面コンクリートですが、とりあえず開渠になってい

るので生き物が生育できると思うのです。けれど暗渠にしたら、環境が

変わってしまうと思います。開渠のままにして、市民に開放していただ

きたいと思っております。 

もう一つ、瀬谷の五川と言いまして、５つの川が流れております。そ

のうちの３つの源流が上瀬谷にあるのです。おかげで、上瀬谷の跡地は

大変起伏のある地形になっておりまして、風景もとてもきれいで、富士

山や大山もよく見えます。そういうところで、「大谷戸の景色を是非残

してほしい」というのが（意見陳述資料の）太字で書いてあるところで

す。 

戦争遺跡についてが、２番目です。私の父親から、海軍の弾薬庫があ

ったという話はよく聞きました。子供の頃は知らなかったのですけど、

最近調べたら毒ガスが保管されていて、終戦の時に海洋投棄されたとい

う話です。そういう遺跡を全部失ってしまうのも、次の世代に何らかの

形で残すべきではないかと思いました。それから、これは去年の９月に

取った写真（意見陳述資料の写真）ですけど、この上に煙突が建ってい

たようです。遺跡です。この地下に弾薬庫があったという話です。これ

をそのまま残すのは、これは結構大きいのですけれども、何らかの形で

戦争の時にここが使われたのだということ、それでこの広い敷地が残っ

たのだということを残してほしいと思います。 

３番目に、「子供たちに希望の持てる未来を」ということで、本当に

そう思います。去年も、今年も、跡地にミニミニ田んぼ、小さい田んぼ

があり、そこで子供たちに田植え体験をやっております。最初は、泥の

中に足を突っ込むのに恐る恐るなのですけど、足を入れてしまうと喜ん

で、歓声を上げて田植えとか、虫を追いかけたりとか、水生生物を採集

したりとかする、その子供たちの姿を見ていると、是非体験させてあげ

たい。これをたった 20～30 人くらいの子供ではなくて、横浜市民、瀬

谷区民など多くの子供たちに体験させたいとつくづく思います。 

「希望の持てる未来を」ということで、緑をなくしてしまうのは、や

はり大人の無責任さではないかと私は思います。緑被率は、横浜市はい

ろいろ数値を出しているみたいですが、木を切ったり、草地をなくして

しまったらどんどん減ってしまうと思うのです。ここのところ（意見陳

述資料［Ⅲ］）の最後の文「公園を縮小し」というところは、「公園」で

はなくて「公園内の人工物」に訂正をお願いしたいと思います。公園内

の人工物、つまり日本庭園とか、大花壇を縮小して、今の環境をできる

だけ残すように希望します。一度こういう自然に触れた子供たちは、自

然の大切さというのをやはり分かると思うのです。是非、子供たちが環

境を学ぶ機会を持たせるために、今の自然を残してほしい、残すべきで

はないか。環境アセスというのは、今の環境だけではなく、将来を担う
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子供たちへの環境教育も含まれるのではないかと思います。 

生き物の保全について、ホトケドジョウについていろいろ取り上げら

れていましたけれども、ホトケドジョウだけではなくて、いろいろな生

物がたくさんいます。雉なのですけど、農道をトコトコと歩いている姿

によく出会います。日本の国の鳥が雉だということは、皆知っていると

は思うのですけども、その国鳥の雉を直接見る機会というのは、それほ

どないのではないでしょうか。これは本当に、野原に、自然にいる雉な

のです。米軍の旧ゲートの近くに草むらがあるのですけれど、そこでよ

く見かけるので、そこに巣があるのではないかなと思っております。そ

ういうふうにいろいろな生き物がいると。オオタカも空を飛んでおりま

す。同じ猛禽類のチョウゲンボウもいます。すごくかっこいいです。近

年、オオタカを調べたら、都会にも住めるらしいのですね。何か都会で

も餌があるということですが、上瀬谷のオオタカはやはり草地の小動物

を食べるようです。モグラとかネズミとか。（９分経過の合図）そうで

すか。瀬谷メダカ、これだけ言いたいのですけど、上瀬谷以外には、瀬

谷区に田んぼはありません。瀬谷メダカという、瀬谷特有の、固有のメ

ダカはここにしかいないのですね。田んぼを潰したら、多分地下水でメ

ダカを育てても、育つかどうかちょっと分からないです。なので、この

田んぼを潰してはいけないと思います。瀬谷メダカは、田んぼにいま

す。北側の上流のところに、今７枚田んぼが残っているのですけど、そ

こにはこの前ハイイロゲンゴロウがシュッシュ、シュッシュと泳いでい

たので、多分メダカもいると思うのですけど、それを潰したら、瀬谷メ

ダカがいなくなってしまいます。ただ、瀬谷メダカが固有のメダカなの

かどうかは、まだきちんと学術的には証明できていないようです。 

最後に、３つお願いがあります。１つ目は土地が繋がっているのだか

ら、その３事業は一緒に環境評価すべきではないのかなということで、

そして説明を市民にしてほしい。２つ目は、現地の視察を是非行ってほ

しいということです。実際に見てみることは大事だと思うのです。３つ

目は、市民の意見を、私は今まで聞いてもらったことがありません。ア

ンケート調査など全然なかったと思うのですね。それなのに、どんどん

決まってしまうということで。（終了の合図）終わりですね、すみませ

ん。是非自然公園にしてほしいというのが、私のお願いです。 

    重要な種の保護の観点から、一部、非表示としています。     

 

ウ 質疑（陳述人Ａ） 

【奥 会 長 】 はい、どうもありがとうございました。限られた時間で御意見を言っ

ていただきました。 

それでは、ただいまの御意見について、委員の皆様から御質問があり

ましたらお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。挙手をしてい

ただければ、指名させていただきます。どなたかございますか。 

他の委員の方は考えていらっしゃるかもしれませんので、私から。ミ

ニ田んぼで、子供たちの田植え体験などをされているということです

が、ミニ田んぼがある場所はどこになりますか。公園整備事業の計画区

域内ですか。 

【陳述人Ａ】 区域外になります。 
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【奥 会 長 】 区域外ですね。 

【陳述人Ａ】 どう説明していいか。画面共有していいでしょうか。 

【奥 会 長 】 大丈夫です、どうぞ。 

【陳述人Ａ】 この相沢川の上流の、ここが正面ゲートだから、この辺（北側）に田

んぼがあると思います。 

【奥 会 長 】 今、手のマークがある辺りですね。 

【陳述人Ａ】 その辺りにあると思います。ここに、瀬谷環境ネットが借りている田

んぼというか、畑がありまして、そこにミニミニ田んぼとそれからビオ

トープを造っていまして、そこの田んぼでやります。かなり奥の方にな

りまして、よろしいでしょうか。 

【奥 会 長 】 はい、分かりました。ありがとうございます。 

他の委員の方、確認されたいことはございますか。よろしいですか。

手を挙げてらっしゃる方はいらっしゃいませんね。藤井委員も大丈夫で

すか。 

【藤井委員】 はい、大丈夫です。 

【奥 会 長 】 では、追加の御質問はないようです。現地視察は、どのアセスの案件

もそうですけれども、審査するにあたっては、全て視察は行っておりま

すので、そこだけ申し上げておきます。 

【陳述人Ａ】 はい。 

【奥 会 長 】 では、どうもありがとうございました。それでは、意見の聴取は終了

となりますけれども、本日の意見聴取の内容については、会議録にまと

めまして、インターネット上でも公表されるということになります。意

見陳述人の方にお聞きいたしますけれども、本日の意見聴取の内容につ

いては、会議録として公表されるということを了承していただけるとい

うことで、よろしいでしょうか。 

【陳述人Ａ】 はい、結構でございます。 

【奥 会 長 】 御了承ありがとうございます。それでは、意見陳述人の方は、陳述人

席からの御退席をお願いいたします。 

 

エ 審議 

【奥 会 長 】 それでは、審議に入ります。ただいまの意見陳述につきまして、委員

の方から御意見などございますか。大丈夫でしょうか。特にないようで

すね。委員の皆様に確認いたしますけれども、事業者から改めて補足説

明が必要な事項は、特にないということでよろしいでしょうか。 

それでは、事務局は次回以降ですけれども、答申をまとめるにあたっ

て、今までの審議内容を確認するために検討事項一覧を用意していただ

ければと思います。 

先ほど、私から確認させていただいたミニ田んぼとビオトープの場所

ですけれども、事務局に確認ですが、土地区画整理事業の計画地内にな

りますか。 

【事 務 局 】 事務局でございます。先ほど陳述人の方がお答えされましたが、公園

整備事業の区域外ということです。 

【奥 会 長 】 土地区画整理事業の方は。 

【事 務 局 】 土地区画整理事業の区域の中には入ってございます。 

【奥 会 長 】 中には入っていますね。土地区画整理事業の方で、そこはなくなる予
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定ですか。 

【事 務 局 】 はい。土地区画整理事業の方で、そこは整備する予定と聞いておりま

す 

【奥 会 長 】 はい、分かりました。どういうことになるかという確認をさせていた

だきました。 

それでは次回以降、答申をまとめるにあたって、今までの審議内容を

確認するために、検討事項一覧を事務局は用意してください。お願いい

たします。では、本件に関する審議はこれで終了となりますが、よろし

いですか。ありがとうございます。 

  

（２）三友プラントサービス株式会社 横浜BAY工場プロジェクト 第２分類事業判定

届出書について 

ア 諮問 

イ 第２分類事業に係る判定手続等について事務局が説明した。 

  質疑、特になし 

ウ 第２分類事業判定届出書の概要について事業者が説明した。 

エ 質疑 

【奥 会 長 】 はい、御説明どうもありがとうございました。 

それでは、ただいまの御説明について、委員の方から御質問、御意見

がありましたらお願いしたいと思います。いかがでしょうか。田中修三

委員どうぞ。 

【田中修三委員】 はい、丁寧な説明ありがとうございました。私の方から２点ですね、

小さな質問をしたいです。洗煙水の処理についてなのですけれども、連

続式水処理装置というふうにフローの中には書いてありましたが、具体

的にはどういう処理をするのか。特に洗煙水に重金属類が入ってくるこ

とがありますけれども、そういったものに対する対策、処理はどのよう

に考えていらっしゃるかということが１つ。もう１つは、脱水施設から

出てきた脱水ケーキですね、脱水ケーキの処分方法、この２点について

お伺いしたいと思います。 

【奥 会 長 】 はい、それではただいまの２点についてお答えをお願いいたします。 

【事 業 者 】 洗煙水の処理につきましては、硫化物による沈殿と凝集沈殿をやるこ

とによって重金属類を汚泥中に不溶化する予定です。脱水ケーキにつき

ましては、基本的には埋立処理、もしくは可能であれば資源としてのリ

サイクルを考えております。以上です。 

【奥 会 長 】 田中修三委員どうでしょう。 

【田中修三委員】 凝集沈殿あるいは硫化物を使った不溶化処理をしていきますと、その

脱水ケーキの中に重金属類が移行してしまいますけれども、そういう脱

水ケーキについてはどう対処される予定でしょうか。 

【事 業 者 】 内容物について分析を実施して、規定内であるのであればセメント原

料とかですね、そのような形で再利用する予定ですが、規定内ではない

場合には埋立処分を考えております。 

【奥 会 長 】 はい、どうでしょうか。 

【事 業 者 】 ごめんなさい、基準ですね。埋め立ての基準もありますので、もちろ

んそれ以内というものを埋立処分に回すということです。 

【田中修三委員】 それを超える場合は、ちゃんと汚泥の処理をまたするということでし
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ょうか。 

【事 業 者 】 はい、そういうことです。 

【田中修三委員】 現在ある焼却炉がございますね。そちらでこういう重金属類のことに

ついては何か対応をされたことございますか。 

【事 業 者 】 現工場においても同じような処理を実施して、同じような脱水ケーキ

の処分をしております。 

【田中修三委員】 そうですか。はい、分かりました。結構でございます。 

【奥 会 長 】 はい、他はいかがですか。はい、藤倉委員お願いします。 

【藤倉委員】 はい、御説明ありがとうございました。配慮書も踏まえて少し修正も

していただいたようで大変結構かと思うのですけれど、今の説明のパワ

ーポイント（スライド）の 17 ページに「廃棄物の受入れと保管」とい

うところがあるかと思うのですが、事故防止対策なども丁寧に書かれて

いるのですけれど、実際のところをお伺いしたいです。受入れピットの

液体廃棄物の地下浸透について年１回の目視検査の実施というのがある

のですけれど、ピットの目視検査が年１回だけなのは、このピットには

いつもごみが入っているので年１回は全部きれいにしてから検査をする

ということなのかという点と、目視だけで分かるものなのかというとこ

ろを教えてください。 

【奥 会 長 】 はい、ではお答えお願いします。 

【事 業 者 】 基本的には委員がおっしゃったように、廃棄物を取り出して目視をす

るという形です。 

【藤倉委員】 確か地下になっていたような記憶があるのですけれど、入れ物のピッ

トの側から見ていくわけですよね。普通、目視しかできないものなので

しょうか。漏れの検査というのはもうちょっと機械的にひび割れを検知

するとか、そういうことはされないものなのでしょうか。 

【事 業 者 】 今のところは、そこまでは考えておりません。 

【藤倉委員】 通常はそれで分かる、目視で分かるものというところを確認したいで

す。 

【事 業 者 】 私どもはそう考えております。 

【藤倉委員】 分かりました。 

【奥 会 長 】 大丈夫ですか、藤倉委員。 

【藤倉委員】 はい。 

【奥 会 長 】 はい、ありがとうございます。他はいかがでしょうか。大丈夫でしょ

うか。他にないようでしたら、本日御欠席の片谷委員から事務局の方に

意見が事前に送付されているということですので、事務局から紹介して

いただけますでしょうか。 

【事 務 局 】 はい、では、片谷委員の御意見を御紹介いたします。 

本事業は、工業地域に立地し、直近に民家が存在していないことや、

排水が公共下水道に放出される計画であることから、大気・水質等の生

活環境に関する重大な懸念はないと判断できます。また、事業者の現工

場においても、これまでに生活環境に関する重大な環境影響の発生や苦

情の実績はないと配慮書の審査で聞いたことから、適切な環境配慮が行

われてきたものと判断できます。また、大気の予測結果は、計画段階で

ある現時点において妥当な結果であり、本事業による影響は極めて軽微

なレベルと判断できます。したがって、判定に関する意見としては「フ
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ルアセスの手続きを行わない」が適当と考えますが、意見として次の点

を発言しておきます。 

1 つ目、判定届出書添付資料に記載された大気の予測結果は妥当なも

のと判断できますが、予測結果に関する記述は、環境基準や指針値を下

回っていることに限定されています。アセスの評価では、環境基準や指

針値を下回ることはいわば当然のことであって、優先度が高いのは、現

況の環境を悪化させないことにあります。実際に寄与率も低いので、結

果に問題はありませんが、予測結果の説明としては、寄与率に重点を置

くのが適切であるといえます。 

２つ目、周辺住民の安心安全確保の観点から、排出ガス濃度の測定を

定期的に実施し公表されることを、一委員の立場として希望します。 

以上でございます。 

【奥 会 長 】 はい、ありがとうございます。ただいま２点、片谷委員から御意見が

出ていますけれども、事業者の方、今の御意見に対して御回答をお願い

できればと思います。 

【事 業 者 】 今後の手続きにてですね、回答を答えさせていただければと思ってお

ります。 

【奥 会 長 】 はい、今の今後の手続きにおいてというのは、どこですか。次回以降

ということですか。 

【事 業 者 】 見解書や方法書とかに、どっちに進むかちょっとまだ決まってはいな

いのですけれども、次の手続きのところで詳細に御説明させていただけ

ればなというふうに考えております。 

【奥 会 長 】 事務局どうしましょうか。次の手続き、これで終わってしまうかもし

れないので。 

【事 務 局 】 そうですね。１つ目のお話は、予測結果については委員としては問題

はないというお話で、ただ御説明の方法としては寄与率に重点を置いた

方が適切であるということですので、今の判定届出書の記載をどうする

かということになるかと思います。この後の手続きとしては、判定の結

果、方法書に行くということになれば、おそらく方法書の中で記載をど

う書くかという形になるかと思いますし、判定の結果、問題ないという

ことになりましたら、今度の提出される図書としては配慮市長意見見解

書になりますので、そこでの記載をどう修正するかといった形になるの

かなというふうに事務局としては考えてございます。 

２つ目の御意見につきましては、これは記載の話ではなくて、委員の

希望としましては、排出ガス濃度の測定を定期的に実施し公表できませ

んかという御質問かと思いますので、これにつきまして事業者の方がど

ういうふうに考えているのかといったところは、委員にお伝えする必要

があるのかと思います。 

【奥 会 長 】 そうですね。事業者の方としての姿勢をこの場で御回答いただければ

というの、特に２点目については御回答いただければと思いますがいか

がですか。 

【事 業 者 】 当然インターネットとか維持管理報告書等にですね、排ガスの測定結

果については公表しておりますので、そこら辺は今後も続けてまいりた

いと思っております。 

【奥 会 長 】 はい、分かりました。公表を既にされているし、新しいこの施設につ

いても同様に対応されていくということですね。 
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【事 業 者 】 そうです。 

【奥 会 長 】 はい、分かりました。では、寄与率に重点を置いた記載の方が良いの

ではないかというのは、これはあくまでもアドバイスですので、今後何

らかの形で図書を作成される際にはそういった寄与率の方に重きを置い

て、そこに留意して書いてくださいということなので、それを念頭に置

いた記述をお願いできればというふうに思います。では、片谷委員にも

今の御回答を事務局の方からお伝えいただくということでお願いいたし

ます。 

【事 務 局 】 承知いたしました。 

【奥 会 長 】 はい、他の委員の方いかがですか。その他の点で、何か確認しておき

たいことはございますか。大丈夫でしょうか。はい、大丈夫そうです

ね。では、事業者の方との質疑応答はここまでとさせていただきます。

事業者の皆様どうもありがとうございました。それでは、御退出をお願

いいたします。 

 

オ 審議 

【奥 会 長 】 それでは審議に入ります。追加の御質問や御意見がありましたら、お

願いします。よろしいですか。はい、ないようですので、事務局の方か

ら確認事項がありますか。 

【事 務 局 】 はい、事務局としましては補足説明が必要な事項はないというふうに

考えてございますが、そうしますと次回答申の審議という形になります

ので、答申案の方向性について御審議いただければと思います。 

【奥 会 長 】 はい、それでは答申案をまとめるに当たりまして方向性をここで御審

議いただければということで、改めて委員の皆様に確認いたしますけれ

ども、事業者から補足説明が必要な事項はないと、そこはよろしいでし

ょうか。 

【委員一同】 （賛同の様子） 

【奥 会 長 】 はい。そうしますと次回は答申ということになるので、答申の方向性

についての審議ですけれども、事業者からは総じて本事業による相当程

度の環境影響を及ぼすおそれはないという、そういう説明がございまし

た。それを受けてですけれども、事業者の見解のとおり相当程度の影響

を及ぼすおそれはないということで、第２分類の判定基準に基づいてフ

ルアセスに進む必要はないというそのような結論でよろしいでしょう

か。よろしいですか。先程の片谷委員の御意見もそのようなものだった

かとも思います。では、フルアセスは不要ということで、その方向で答

申案を作成してもらうということでよろしいですか。 

【委員一同】 （賛同の様子） 

【奥 会 長 】 はい、よろしいですね。では事務局は、その方向で答申案の作成をお

願いいたします。 

【事 務 局 】 はい、承知いたしました。 

【奥 会 長 】 では、本件に関する審議はこれで終了といたします。 

  

（３）（仮称）関内駅前港町地区第一種市街地再開発事業について 

ア 指摘事項等について事務局が説明した。 

  質疑、特になし 
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イ 補足資料について事業者が説明した。 

ウ 質疑 

【奥 会 長 】 御説明ありがとうございました。 

それでは、ただ今の御説明に対して御意見、御質問があれば、委員の

方からお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

まずスケジュールの方については、（補足資料）１ですね、こちら

は、確認をさせていただきました。先ほども事務局の方から説明があっ

たのですけれども、本事業による影響が最大になる時期と、隣接事業に

よる影響が最大になる時期は、これは必ずしも重なっているわけではな

いということ。 

【事 業 者 】 はい、おっしゃるとおりでございます。 

【奥 会 長 】 隣接事業の方の影響が最大になる時期というのは、それはもう分かっ

ているわけですね。そこも前提とした上で。 

【事 業 者 】 はい、予測評価上設定しております中でのピークというところは分か

ってございます。 

【奥 会 長 】 分かりました。ありがとうございます。 

では、いかがでしょうか。２番目の点は田中伸治委員からの御指摘だ

ったかと思います。どうぞ、田中委員。 

【田中伸治委員】 田中です。御説明ありがとうございました。飽和交通流率について、

御確認いただきましてありがとうございました。確認の御質問ですけれ

ども、渋滞長が観測されたけれども、飽和交通流率については算定値を

用いているという交差点は、10 台以上の滞留が 10 回観測されてはいな

いということですか。 

【事 業 者 】 はい、渋滞長があっても、必ずしも 10 回以上 10 台以上の滞留が観測

されていないところが、この中での３地点となってございます。 

【田中伸治委員】 そういったところは算定値を用いたということですね。 

【事 業 者 】 はい、そうなります。 

【田中伸治委員】 分かりました。後は、評価した値はですね、需要率、あるいは車線混

雑度も基準となる値よりも、だいぶ下回っていますので、渋滞などの心

配は少ないのかなというふうに思います。それで１つですね、(補足資

料２ページ)第３段落ですかね、文章の中の、地点１、地点９などで算

定値と実測値のうち、小さい方として実測値を適用したのですか。 

【事 業 者 】 はい、算定値と実測値のうち、小さい方となりますので、その比べた

ときに小さい方が実測値でしたので、実測値を適用しております。 

【田中伸治委員】 そうですか。分かりました。逆に、実測値と算定値を比べて、算定値

の方が小さいというようなところはありましたか。 

【事 業 者 】 飽和交通流率の実測値を算定した滞留長が 10 台以上見られたところ

では、基本的に実測値の方が小さくなっています。 

【田中伸治委員】 分かりました。基本的には実測ができるところは実測値を用いていた

だくということでよろしいかと思いますけれども、今回両者比較してよ

り安全側になるように比較をしていただいたということで、理解いたし

ました。やり方としてはこれでよろしいのではないかなというふうに思

います。はい、以上です。 

【奥 会 長 】 ありがとうございます。他はいかがでしょうか。補足説明に対して、

ございますか。 
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ないようでしたら、準備書全般についてはいかがでしょうか。はい、

藤倉委員お願いします。 

【藤倉委員】 前回欠席しましたので、今回初めて意見を言うことになるのですが、

廃棄物に関してなのですが、予測が基本的に統計といいますか、他の事

例で見られるものの平均値を使っているのですね。 

(事業者が（第５回審査会の「（仮称）関内駅前港町地区第一種市街地

再開発事業 環境影響評価準備書の概要」）39ページを投影)そのあたり

ですね。 

中身を見まして、例えば事業系一般廃棄物などは仕方がないかなと思

われるところなのですけれど、特に２点ありまして、１つは工事中の建

設発生土なのですが、７割は有効利用されて、そこに約 70％が「再資源

化・再利用量」となっていると思うのですけれど、３割が「処分量」と

なっているのですが、これは神奈川県下の実際の事例の平均値を持って

きているに過ぎないのですね。30％に相当する 32,000 立米（㎥）を処

分するというのは結構な大きな量でして、これについて何らその事業者

として、最小化する努力というのをしているところが全く見られない

と。もちろんなるべく少なくするようにしますとは書いてあるのです

が、予測そのものが平均をとっています。アセスの対象ではなくて、世

の中の新築などの工事の平均値を取っているだけですので、誰でもその

くらいはいくだろうというところを設定しているのであって、どのよう

に環境保全措置をとって、この処分量を減らして再資源化に回す、ある

いは発生量を減らすかというところが非常に弱いのではないかと思いま

す。 

同様に供用中の、特に生ごみ、今工事中を画面共有していただいてい

るのですが、供用時について家庭ごみは仕方ない面があるとしても、事

業系ごみあるいは産業廃棄物についても、これもこのくらいは普通リサ

イクルできるでしょう、という点が記載されているだけです。特に今、

食品ロスなどの問題がかなり大きく対策をとるべきだという流れになっ

ているわけですが、次の（第５回審査会の「（仮称）関内駅前港町地区

第一種市街地再開発事業 環境影響評価準備書の概要」）42 ページです

ね、供用時の環境保全のための措置というのがあるのですけれど、特に

食品ごみ、生ごみなどの量が、準備書を見るとかなり多いのですけれ

ど、何の言及もなく、「減量化、資源化を促す表示」ぐらいに終わって

いるのですね。プラスチックについても積極的とは言い難い状況ですの

で、「最小限にとどめる」という目標が本当に達成するための措置にな

っているのかという点について、ちょっと危惧するところです。これが

大きな１点目で、もう１個ついでに申し上げます。 

もう１つは事後調査なのですけれど、この廃棄物の予測・評価のとこ

ろで前回も出ていたようですが、アスベストが出る可能性があるのです

ね。事後調査で廃棄物を選んでいただいているのは大変良いと思うので

すが、事後調査の中にアスベストがあったかどうか、あった場合はそれ

についてですね、実施状況を調査するというのが、準備書を見てもない

ように思いました。これは是非調査をした上で、もしあったら、最終的

にどのぐらい出てどのように処理したかということを、アセスとしても

説明責任を果たすような意味での事後調査をしていただくべきではない

かなと思います。大きくは以上の２点です。 
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【奥 会 長 】 ありがとうございます。では、ただ今の御指摘に対して事業者の方か

ら御回答ございますか。お願いします。 

【事 業 者 】 御指摘ありがとうございます。まず１点目、建設発生土について、に

なります。環境影響評価としての指標値というところになりますと、一

般的なものを参照させていただきながら、今回影響評価をさせていただ

いているというところになりますけれども、建設発生土につきまして

は、今後の建築計画の深度化ですとか、工事工程の見直しというところ

で更なる低減というところを図ってまいりたいというところでございま

す。 

供用時の食品ロスですとか、そういったところにつきましては、入居

テナントさんなどもいらっしゃいますので、なかなか難しいところもあ

るかと思いますが、15分類可能なリサイクル用のごみ箱ですとか、そう

いったところも用いながら、可能な限り産業廃棄物、一般廃棄物という

ところは、低減していければというところを考えてございます。 

もう１点、事後調査後のアスベストについて、になります。現在建物

がですね、供用中というところもありまして、既存建物の建設されてい

る年代を考えますとアスベストというものはあろうかと予測してござい

ます。現在建物が供用中になってございまして、全てのものについて調

査が完了しているところではありませんけれども、こちらについては適

切な法令に則った手続きを、アスベストが発見された際には行っていけ

れば、というところでございます。アスベストについて事後調査に含め

るかというところには検討させていただければと思います。ありがとう

ございます。 

【奥 会 長 】 はい、藤倉委員、いかがでしょうか。 

【藤倉委員】 まず、アスベストの方は是非御検討いただいて、事後調査の中でもア

スベストがあれば記載の御検討をお願いしたいと思います。 

戻りまして、特に建設発生土なのですが（第５回審査会の「（仮称）

関内駅前港町地区第一種市街地再開発事業 環境影響評価準備書の概

要」の）次の 40 ページ、今 39 ページを(資料)共有していただいていま

すけれど。「施工計画の工夫により発生土量を抑制するとともに、有効

利用を検討し」で、もちろん検討はしていただくのですが、それで具体

的にどのぐらい最終処分量の削減ができるか、あるいはするつもりがあ

るかというところがですね、もう少し具体的な工法の導入などができな

いものかと。例えば温室効果ガス関連ではですね、新しく建てられるビ

ルの BEMS であるとか、かなり「平均値です」ではなくて「更にこうい

うことをして、ここまで下げます」というビジネスアズユージュアルよ

りも更に頑張るというようなアセスメントの目標の達成の仕方をされて

いるのですが、廃棄物について、具体的に更にどうするのかという点が

見えにくいなというふうに思っております。先ほど供用後については、

細かく分別をされるようなお話もありましたので、もう少しそのあた

り、ビルを作って供用するという、マネジメントをする事業計画を立て

る立場からの廃棄物削減の取り組みを、今問題になっているプラスチッ

クや食品ごみについて出していただくと良いのではないかなと思います

ので、是非御検討いただきたいと思います。 

【奥 会 長 】 いかがでしょうか、事業者の方。 
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【事 業 者 】 ありがとうございます。施工計画等につきましても、これからまだボ

ーリング調査なども建物が供用中というところがございますので、実施

できている状況ではございません。これから構造計画ですとか、施工者

の選定もまだ進んでいない状況になりますので、施工者決定後、より合

理的かつ発生を抑制するような計画として深度化していきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

供用後の運用についても、これからの建物形状ですとか、そういった

ところの深度化に伴いまして、より削減できる方向性を検討してまいり

たいと思います。御指摘ありがとうございます。 

【奥 会 長 】 藤倉委員、よろしいですか。 

【藤倉委員】 はい、アセスメントはこの審議を含めて経過を公開して、更に事業者

さんが自らこういう取り組みをします、ということを公開することによ

って、社会に対して約束をするような面もありますので、是非具体的に

こういうことを検討するということをもう一歩踏み込むことを、期待を

させていただきます。以上で結構です。 

【奥 会 長 】 はい、ありがとうございます。今の御指摘踏まえて御検討いただい

て、評価書の中にもう少し踏み込んだ記述を是非お願いしたいというこ

とだと思いますので、是非そこは御検討をいただければと思います。 

他はいかがでしょうか。準備書全体を通して構いませんので、いかが

でしょうか。よろしいですか。 

それでは、手を挙げてらっしゃる方いらっしゃらないようですので、

他にないようでしたら事業者の方との質疑応答はここまでとさせていた

だきます。 

本件の審査には菊本委員と片谷委員が御参加されていないので、事務

局は次回の出欠状況に応じて御意見を伺っておくなど御対応お願いいた

します。 

【事 務 局 】 承知しました。 

【奥 会 長 】 では事業者の皆様、どうもありがとうございました。御退室をお願い

いたします。 

【事 業 者 】 ありがとうございました。 

（事業者退出） 

  

エ 審議 

【奥 会 長 】 では審議に入ります。追加の御質問や御意見がありましたらお願いい

たします。大丈夫でしょうか。 

では、特に御意見ないようでしたら、本件に関する調査審議はこれで

終了といたします。本件は次回も審議継続ということになりますか。 

【事 務 局 】 はい、そのようになります。 

【奥 会 長 】 はい、分かりました。では本日の審議内容については後日会議録

（案）で御確認くださいますようお願いいたします。 

以上をもちまして本日予定しておりました議事は全て終了いたしまし

たので、事務局にお返しいたします。 

【事 務 局 】 本日の審議については終了いたしました。傍聴の方は御退出をお願い

いたします。 

（傍聴者退出） 
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資   料 ・（仮称）旧上瀬谷通信施設公園整備事業 準備書の調査審議に係る意

見の聴取について 事務局資料 

・三友プラントサービス株式会社 横浜BAY工場プロジェクトが環境に

及ぼす影響について（諮問）事務局資料 

・三友プラントサービス株式会社 横浜BAY工場プロジェクト 計画段階

配慮書手続及び第２分類事業に係る判定手続について 事務局資料 

・三友プラントサービス株式会社 横浜BAY工場プロジェクト 第２分類

事業判定届出書の概要 事業者資料 

・（仮称）関内駅前港町地区第一種市街地再開発事業 環境影響評価準

備書に関する指摘事項等一覧 事務局資料 

・（仮称）関内駅前港町地区第一種市街地再開発事業 環境影響評価準

備書に関する補足資料 事業者資料 

 

 


